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規

則

○
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

（
障
害
者
社
会
参
加
推
進
室
）

一

○
埼
玉
県
立
大
学
管
理
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則（

保
健
医
療
政
策
課
）

一

○
埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
住

宅

課
）

二

管
理
規
程

○
埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
院
内

保
育
施
設
管
理
規
程

（
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
）

二

告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
南
部
振
興
）

五

○
埼
玉
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
一
部

変
更

（
土
地
水
政
策
課
）

五

○
埼
玉
県
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札

参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
入
札
審
査
課
）

六

○
和
光
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変

更

（
み
ど
り
再
生
推
進
室
）

一
三

○
桶
川
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変

更

（

〃

）

一
三

○
清
算
法
人
平
方
領
々
家
土
地
改
良
区

の
清
算
人
退
任
届（

さ
い
た
ま
農
林
）

一
三

○
清
算
法
人
平
方
領
々
家
土
地
改
良
区

の
役
員
退
任
届（

〃

）

一
三

○
測
量
法
に
基
づ
く
公
共
測
量
の
実
施

（
用

地

課
）

一
四

○
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
処
分

（
開
発
指
導
課
）

一
四

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
建
築
指
導
課
）

一
四

○

〃

（

〃

）

一
四

○
県
道
片
柳
川
越
線
の
区
域
の
変
更

（
飯
能
県
土
）

一
四

○
県
道
日
高
川
島
線
の
供
用
の
開
始

（

〃

）

一
五

○
県
道
越
生
長
沢
線
の
区
域
の
変
更

（

〃

）

一
五

○
県
道
越
生
長
沢
線
の
供
用
の
開
始

（

〃

）

一
六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
杉
戸
県
土
）

一
六

○
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
の
招
集

（
教
委
・
総
務
課
）

一
六

埼玉県発行

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
十
二
号

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

神
経
・
精
神
科

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
立
大
学
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
十
三
号

埼
玉
県
立
大
学
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
立
大
学
管
理
規
則
（
平
成
十
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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管
理
規
程 

埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
十
四
号

埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
二
十
万
円
」
を
「
十
五
万
八
千
円
」
に
、
「
六
十
万
千
円
」
を
「
四
十
八
万
七
千

円
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
区
分
（
以
下
こ
の
条
」
を
「
区
分
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
」

に
、
「
条
及
び
」
を
「
項
及
び
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
同
項
第
二
号
イ
中
「
二
十
万
円
以
上
」

を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
九
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
中
「
二
十
万
円
以
上
」
を
削
る
。

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
中
「第

１
１
条

」
を
「第

１
１
条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。た
だ
し
、第
十
二
条
の
改
正
規
定
、

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
（
同
号
イ
の
改
正
規
定
を
除
く
。）
並
び
に
第
十
九
条
、

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一
号

埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
院
内
保
育
施
設
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者

伊

能

睿

埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
院
内
保
育
施
設
管
理
規
程

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
病
院
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
資
す
る
目
的
で
病
院
局
（
以
下
「
局
」
と

い
う
。）
の
職
員
の
定
着
と
確
保
を
図
る
た
め
、
埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
病

院
」
と
い
う
。）
に
設
置
す
る
院
内
保
育
施
設
（
以
下
「
保
育
施
設
」
と
い
う
。）
の
管
理
規
程

に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
保
育
施
設
の
名
称
及
び
位
置
）

第
二
条

保
育
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称

埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
院
内
保
育
施
設

位
置

蓮
田
市
大
字
馬
込
二
〇
〇
一
番
地

（
設
置
者
等
）

第
三
条

保
育
施
設
は
、
病
院
事
業
管
理
者
が
設
置
し
、
病
院
の
長
が
そ
の
管
理
を
行
う
も
の
と

す
る
。

（
保
育
施
設
の
運
営
）

第
四
条

保
育
施
設
の
運
営
は
、
病
院
の
長
か
ら
当
該
運
営
の
委
託
を
受
け
た
者
が
行
う
も
の
と

す
る
。

（
入
所
資
格
）

第
五
条

保
育
施
設
に
入
所
す
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
職
員
が
養
育
す
る
小
学
校
就
学
の
始
期

に
達
す
る
ま
で
の
乳
幼
児
（
職
員
が
埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
一
四
年
埼
玉
県
病

院
事
業
管
理
規
程
第
三
号
。
以
下
「
就
業
規
程
」
と
い
う
。）
第
一
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
第
一
三
条
に
規

定
す
る
出
産
に
係
る
特
別
休
暇
を
取
得
し
て
養
育
す
る
乳
幼
児
を
除
く
。
以
下
「
乳
幼
児
」
と

い
う
。）
と
す
る
。

２

前
項
で
規
定
す
る
職
員
と
は
、
病
院
の
常
勤
職
員
（
事
務
局
職
員
を
除
く
。）
を
い
う
。
た

だ
し
、
局
の
事
業
の
遂
行
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
入
所
の
手
続
き
）

第
六
条

乳
幼
児
の
基
本
保
育
（
八
時
か
ら
一
八
時
ま
で
の
間
に
行
う
保
育
で
一
月
を
単
位
と
す

る
も
の
を
い
う
。）
に
係
る
入
所
を
希
望
す
る
職
員
は
、
病
院
の
長
に
対
し
、
当
該
入
所
を
希

望
す
る
日
の
属
す
る
月
の
一
ヶ
月
前
の
月
初
め
ま
で
に
保
育
施
設
入
所
申
込
書
（
様
式
第
一

号
）
を
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
育
予
定
等
の
届
出
）

第
七
条

前
条
の
承
認
を
受
け
た
職
員
は
、
就
業
規
程
別
表
第
二
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら

れ
た
と
き
は
、
当
該
割
り
振
ら
れ
た
旨
の
通
知
が
な
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
二
十
六
日
ま
で

－２－
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に
、
翌
月
の
保
育
予
定
表
（
様
式
第
二
号
）
を
病
院
の
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

職
員
は
、
前
項
の
保
育
予
定
表
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を

病
院
の
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
延
長
保
育
）

第
八
条

第
六
条
の
承
認
を
受
け
た
職
員
で
延
長
保
育
（
基
本
保
育
を
受
け
て
い
る
乳
幼
児
に
対

し
、
七
時
か
ら
八
時
ま
で
又
は
十
八
時
か
ら
十
九
時
ま
で
の
間
に
行
う
保
育
で
一
時
間
又
は
一

月
を
単
位
と
す
る
も
の
を
い
う
。）
を
希
望
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
病
院
の
長

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
所
承
認
の
取
り
消
し
）

第
九
条

病
院
の
長
は
、
第
六
条
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き

は
、
保
育
施
設
の
入
所
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
局
の
事
業
の
遂
行
上
必
要
が
あ

る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

一

保
育
料
を
三
月
分
以
上
滞
納
し
て
い
る
と
き

二

不
正
な
行
為
に
よ
っ
て
保
育
施
設
に
入
所
し
た
と
き

三

当
該
乳
幼
児
の
養
育
状
況
等
が
著
し
く
変
更
さ
れ
、
入
所
の
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る

と
き

四

そ
の
他
保
育
施
設
管
理
運
営
上
の
指
示
に
著
し
く
違
反
し
た
と
き

（
退
所
等
）

第
十
条

第
六
条
の
承
認
を
受
け
た
職
員
で
乳
幼
児
の
退
所
を
希
望
す
る
者
は
、
病
院
の
長
に
対

し
、
原
則
と
し
て
、
当
該
退
所
を
希
望
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
保
育
施
設
退
所
届
（
様
式

第
三
号
）
を
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

病
院
の
長
は
、
入
所
中
の
乳
幼
児
の
疾
病
が
他
に
伝
染
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
又
は
乳

幼
児
の
状
態
に
よ
り
保
育
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
乳
幼
児
の
療
養
又
は

退
所
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
育
料
）

第
十
一
条

保
育
施
設
を
利
用
す
る
者
は
、
保
育
料
を
毎
月
指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
納
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
保
育
料
の
額
は
、
別
に
病
院
事
業
管
理
者
が
定
め
る
。

（
委
任
）

第
十
二
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
育
施
設
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
別
に
病
院
の
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

－３－
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埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
葬
送
支
援
セ
ン
タ

ー
三

代
表
者
の
氏
名

宮
路

友
成

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
戸
田
市
新
曽
一
五
二
八
番
地
の
二

グ
レ
ー
ス
戸
田
二
〇
一
号
室

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
葬
儀
、
仏
事
に
関
し
て
諸

問
題
を
か
か
え
る
不
特
定
多
数
の
団
体
及
び

個
人
に
対
し
て
、
専
門
的
知
識
に
基
づ
い
た

的
確
な
助
言
を
中
立
・
公
正
な
立
場
で
行

い
、
生
活
の
向
上
と
安
心
が
実
現
す
る
こ
と

を
目
指
し
、
非
営
利
団
体
と
し
て
公
益
の
増

進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
号

埼
玉
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
平
成
二
十
一
年
三
月
十
六
日
に
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計

画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

土
地
利
用
基
本
計
画
図
の
変
更

－５－

第����号平成��年�月��日（月曜日）
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秩
父
市
の
区
域

別
図
の
と
お
り
、
森
林
地
域
百
十
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
号

埼
玉
県
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示

埼
玉
県
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
埼
玉
県
告

示
第
千
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
九
号
中「（
平
成
十
六
年
四
月
一
日
施
行
）
二
」
を「（
平
成
十
七
年
十
月
一
日
施
行
）

一
―
一
」
に
改
め
る
。

「
申
請

「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
基
本
共
通
情
報
）

第
六
条
第
一
項
の
表
中

を

競
争

（
様
式
第
一
号
）

」

（
様

地
方
公
共
団
体
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
基
本
共
通
情
報
）

に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
商
業
登
記
簿
謄

式
第
一
号
の
二
）

」

本
（
新
規
申
請
を
す
る
法
人
に
限
る
。）
の
項
中
「（
新
規
申
請
を
す
る
」
を
「
又
は
履
歴
事
項
全

部
証
明
書
（
」
に
改
め
、
同
表
許
可
通
知
書
の
写
し
又
は
許
可
証
明
書
（
新
規
申
請
す
る
場
合
に

限
る
。）
の
項
中
「（
新
規
申
請
す
る
場
合
に
限
る
。）」
を
削
り
、
同
表
組
合
員
名
簿
（
中
小
企
業

等
協
同
組
合
等
に
限
る
。）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

役
員
名
簿
（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
等
に
限
る
。）

○

○

○

第
六
条
第
四
項
の
表
総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

法
人
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
つ
い
て
未
納
税
額

の
な
い
納
税
証
明
書
の
写
し
（
法
人
に
限
る
。）

○

○

○

－６－

第����号平成��年�月��日（月曜日）



経
常
建
設

第
八
条
に

式
第
十
五

消
費
税
及

税
証
明
書

共
同
企
業
体
協
定
書

基
づ
く
協
定
書
（
様

号
）

○

び
地
方
消
費
税
の
納

の
写
し

○

○

○

経
常
建
設
共
同
企
業
体
協

第
八
条
に
基
づ
く
協
定
書

式
第
十
五
号
）

○

所
得
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
つ
い
て
未
納
税
額

の
な
い
納
税
証
明
書
の
写
し
（
個
人
に
限
る
。）

○

○

○

法
人
事
業
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し
（
法
人
に
限
る
。）

○

○

○

個
人
事
業
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し
（
個
人
に
限
る
。）

○

○

○

第
六
条
第
四
項
の
表
受
注
希
望
工
事
に
関
す
る
契
約
書
、
工
事
仕
様
書
、
技
術
者
の
免
許
証
等

の
写
し
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

監
理
技
術
者
資
格
者
証
の
写
し

○

第
六
条
第
四
項
の
表
経
常
建
設
共
同
企
業
体
が
申
請
す
る
場
合
の
書
類
の
項
中

をに
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
営
業
譲
渡
」
を
「
事
業
譲
渡
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
行
う
こ
と

が
で
き
る
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

「

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
基
本

平
成

・
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
で
行
わ
れ
る
競
争
入
札
に
参
加
す

様
式
第
一
号
中

な
お
、
こ
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
事
実
と
相
違
な

平
成

年
月

日
共
通
情
報

）

「

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申

る
資
格
の
審
査
を
申
請
し
ま
す
。

を
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

」

年
月

日
請
書
（
基
本
共
通
情
報
）

「（あ
て
先

）

に
、
「埼

玉
県
知
事

様

」
を

」

に
、

を

埼
玉
県
知
事

」

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
一
号
の
二
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

－７－

第����号平成��年�月��日（月曜日）



様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－８－

第����号平成��年�月��日（月曜日）



「（あ
て
先

）

様
式
第
五
号
中
「埼

玉
県
知
事

様

」
を

に
改
め
る
。

埼
玉
県
知
事

」

様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－９－

第����号平成��年�月��日（月曜日）



様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－１０－

第����号平成��年�月��日（月曜日）



－１１－

第����号平成��年�月��日（月曜日）



様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－１２－

第����号平成��年�月��日（月曜日）
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様
式
第
十
六
号
中
「平

成
年

月
日

」
を
「年

月
日

」
に
、
「埼

玉
県

「（あ
て
先

）

知
事

様

」
を

に
、
「主

た
る

埼
玉
県
知
事

」

「本
店
の
所
在
地

営
業
所
の
所
在
地

」
を

に
、
「営

業
譲

（建
設
工
事
に
あ
っ
て
は
、主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

）」

渡

」
を
「事

業
譲
渡

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
号

和
光
市
か
ら
和
光
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生

推
進
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
号

桶
川
市
か
ら
桶
川
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生

推
進
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
七
月
十
六
日
に
解
散
認
可
し
た
清
算

法
人
平
方
領
々
家
土
地
改
良
区
か
ら
清
算
人
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

清
算
人
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

住

所

新

木

敏

雄

上
尾
市
大
字
平
方
領
々
家
一
八
八
―
一

秋

山

忠

雄

同

同

同

三
二
五

石

川

宇
重
治

同

同

同

六
〇
四

小

川

正

博

同

同

同

一
五
一
―
二

齋

藤

重

雄

同

川
一
丁
目
二
九
―
三

関

根

正

行

同

大
字
上
野
一
五
七

寺

山

榮

一

同

同

平
方
領
々
家
一
四
五

秋

山

幸

雄

同

同

同

一
五
―
一

石

川

英

雄

同

同

上
野
七
四
一
―
三

市

原

昭

雄

同

同

平
方
領
々
家
一
四
二

小

川

紀

之

同

同

同

二
九
―
一

小

川

晴

久

同

同

同

六
六

秋

山

幸

三

同

同

同

三
二
〇

遠

藤

明

雄

同

同

同

四
八
八
―
一

佐

藤

喜

一

同

同

同

三
一
六

佐

藤

康

介

同

同

同

三
一
〇
―
三

小

川

英

一

同

同

同

六
二

大

室

武

美

同

今
泉
一
丁
目
四
〇
―
一

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

清
算
法
人
平
方
領
々
家
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

職

名

氏

名

住

所

監

事

新

木

辰

男

上
尾
市
大
字
平
方
領
々
家
二
〇
七

同

鈴

木

芳

男

同

同

同

三
九
〇

－１３－

第����号平成��年�月��日（月曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
一
号

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
川
口
市
長
岡
村

幸
四
郎
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

測
量
計
画
機
関

川
口
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量
（
世
界
測
地
系
へ
の
座
標
変
換

（
道
路
台
帳
図
等
補
正
測
量
作
業
そ
の
二
））

三

作
業
地
域

川
口
市
大
字
長
蔵
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
地

内
四

作
業
期
間

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成

二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
二
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
一
年
三
月
九
日
付
け
で
、
次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日埼

玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

片
柳
川
越
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
九
七
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日
第
九
十
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
�
梅
字
七
曲
三
四

三
―
一
、
三
四
三
―
九
、
三
四
三
―
一
六
、

三
四
三
―
一
七
、
三
四
三
―
一
八
、
三
四
三

―
一
九
、
三
四
四
―
一
、
三
四
四
―
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
�
梅
二
丁
目
一
一
―
五

松
本

禎
晴

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

指
令
本
整
第
二
―
二
〇
〇
〇
〇
二
二
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
三
月
十
六
日
第
九
十
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

児
玉
郡
美
里
町
大
字
猪
俣
字
柳
井
戸
一
〇

八
六
番
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
阪
府
大
阪
市
西
区
阿
波
座
二
丁
目
四
番

二
三株

式
会
社

ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
シ
ー

代
表
取
締
役

浜
口

佳
宏

商
号
又
は
名
称

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
）

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

芙
蓉
建
設
株
式
会
社

伊
藤

豊
紀

富
士
見
市
西
み
ず
ほ
台
一
丁
目
二
十

番
九

－１４－

第����号平成��年�月��日（月曜日）
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埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日埼

玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日埼

玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

越
生
長
沢
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

坂
戸
市
大
字
塚
越
字
南
馬
場
九
二
七
番
六
地
先
か
ら
同
市
大
字
塚
越
字

八
日
市
一
〇
五
〇
番
二
地
先
ま
で

七
・
二
一
〜

一
〇
・
九
一

一
七
二
・
二
一

地
方
特
定
道
路
（
交
通
安
全
）
整
備
工
事
に
よ
る
。

新

九
・
九
七
〜

一
三
・
一
二

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

日

高

川

島

線

坂
戸
市
大
字
四
日
市
場
字
月
後
三
四
九
番
一
六
地
先
か
ら
同
市
大
字
森

戸
字
宿
頭
六
二
三
番
一
〇
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日
付
け
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
三
十
五
号
の
道
路
予
定
区
域
の
供
用
の
開
始
で
あ
る
。
自
歩
道
整

備
事
業
に
よ
る
。

延
長
四
八
・
三
二
メ
ー
ト
ル

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

入
間
郡
越
生
町
大
字
津
久
根
字
梵
天
川
原
二
一
四
番
一
地
先
か
ら
同
郡

同
町
大
字
小
杉
字
太
梅
一
番
一
地
先
ま
で

六
・
五
〇
〜

一
一
・
〇
〇

一
二
六
・
四
〇

地
方
特
定
道
路
（
改
築
）
整
備
工
事

新

一
一
・
五
〇
〜二

五
・
四
〇

－１５－

第����号平成��年�月��日（月曜日）
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埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日埼

玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十

八
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
一
四
八
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日

杉
整
第
一
七
九
三
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
下
堤
外
一

七
六
九
―
八

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

越
谷
市
赤
山
町
一
丁
目
一
六
二
番
地
一

関
根
コ
ー
ポ
一
〇
三

吉
田

敏
子

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
五
号

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り

招
集
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

石

川

正

夫

一

日
時

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日

午
前
九

時
三
十
分

二

場
所

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番

一
号埼

玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室

三

議
題

イ

教
育
局
等
職
員
の
人
事
に
つ
い
て

ロ

そ
の
他

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

越

生

長

沢

線

入
間
郡
越
生
町
大
字
津
久
根
字
梵
天
川
原
二
一
四
番
一
地
先
か
ら
同
郡

同
町
大
字
小
杉
字
太
梅
一
番
一
地
先
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表

示
す
る
部
分
に
限
る
。）

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

延
長
一
二
六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －１６－

第����号平成��年�月��日（月曜日）
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